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静岡県特定最低賃金改定が決定しました

静岡労働局より

令和6年度静岡年末年始無災害運動 運動期間令和6年12月1日から令和7年1月15日

『 違和感を見過ごす先に危険アリ、年末年始の安全行動。』

年末年始を無事故で過ごし、誰もが明るい新年をスタートできるように

「転倒」、「墜落・転落」、「はさまれ・巻き込まれ」の３つの労働災害防止を重点実施
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